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平成１９年度地方債計画

平成１９年度の地方債計画は、地方財源の不足に対

処するための措置を講じるとともに、引き続き厳し

い地方財政の状況の下で、地方公共団体が、行政改

革と財政の健全化を図り、当面する諸課題に重点

的・効率的に対処することができるよう、公的資金

の重点化と地方債資金の市場化を一層推進しつつ、

所要の地方債資金の確保を図ることとして策定され

た。

上記の方針に基づいて策定された結果、平成１９年

度の地方債の総額は１２兆５,１０８億円となり、前年度に

比べて１兆４,３５８億円、１０.３％の減となった。

このうち、普通会計分は９兆６,５２９億円で、前年度

に比べて１兆１,６４５億円、１０.８％の減（臨時財政対

策債及び減税補てん債を除いた場合は、７兆２２９億円

で、前年度に比べて４,３５３億円、５.８４％減）となっ

た。

さらに、普通会計分を通常分、特別分（臨時財政

対策債、減税補てん債、財源対策債、退職手当債及び

調整（不交付団体分））の区分別に見ると、通常分は

４兆８,３７９億円で、前年度に比べ７,０５３億円、１２.７％

の減となっており、特別分は４兆８,１５０億円で、前年

度に比べて４,５９２億円、８.７％の減となった。

なお、公営企業会計等分は２兆８,５７９億円で、前年

度に比べて２,７１３億円、８.７％の減となった。

（１）臨時財政対策債の発行

地方財政の不足に対処するため、引き続き地方財

政法第５条の特例として臨時財政対策債を発行する

こととし、２兆６,３００億円が計上された。

（２）建設地方債の増発

地方一般財源の不足に対処するため、一般公共事

業債、学校教育施設等整備事業債、一般廃棄物処理

事業債、地域活性化事業債及び臨時地方道整備事業

債の一部に係る充当率の臨時的引き上げ等により、

財源対策債として１兆５,９００億円が計上された。

（３）行政改革の促進に寄与する地方債の発行

①退職手当債

団塊の世代の大量定年退職等に伴う退職手当の大

幅な増加に対処しつつ、将来の人件費の削減に取

り組む地方公共団体を対象に、地方財政法第５条

の特例として退職手当債を措置することとし、団

塊の世代の大量退職が本格化することに伴い、前

年度に比べ３,３００億円増の５,９００億円が計上され

た。

②行政改革推進債

集中改革プラン等に基づき数値目標を設定・公

表して計画的に行政改革を推進し、財政の健全化

に取り組んでいる団体が、必要な公共施設等の整

備事業を円滑に実施することができるよう、当該

事業に係る通常の地方債に加え、行政改革の取り

組みにより将来の財政負担の軽減が見込まれる範

囲内において、さらに行政改革推進債を充当する

ことができることとし、３,０００億円（前年度と同

額）が計上された。

特色

概況

策定方針

平成１９年度地方債計画及び
府内市町村の地方債同意等の状況

大阪府総務部市町村課（問い合わせ：０６－６９４１－０３５１（内線２２１６））
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（４）合併特例事業の推進

「市町村の合併の特例に関する法律（合併旧法）」

の下で合併した市町村を支援するため、合併市町村

が公共施設の整備等を計画的に実施できるよう、そ

の所要額が確保されるとともに、「市町村の合併の特

例等に関する法律（合併新法）」の下における市町村

合併に必要な公共施設の整備等を支援することとし、

新たに所要額が確保され、全体で９,５００億円（前年

度と同額）が計上された。

（５）過疎対策事業の確保

過疎地域の自立促進のための施策を計画的に推進

することができるよう、過疎対策事業費を２,８０４億

円（前年度２,８５２億円）が計上された。

（６）地方公営企業による生活関連社会資本の整備の

推進

上・下水道、交通、病院等住民生活に密接に関連

した社会資本の整備を着実に推進することとし、事

業の実施状況等を踏まえ、その所要額が確保された。

（７）公営企業借換債の確保

公営公庫資金に係る公営企業借換債について資本

費負担の著しく高い一定の公営企業に対する借換債

（従来分）１,０００億円が確保されるとともに、平成１９

年度の臨時特例分として、別途高金利の一定の公営

企業を対象とした借換債１,０００億円が措置され、公営

企業借換債の計画額について２,０００億円が確保され

た。

府内市町村（大阪市、堺市等を除く）に
おける地方債の発行状況

府内市町村（大阪市、堺市、堺市高石市消防組合、

南河内清掃施設組合を除く。以下同じ。）の平成１９

年度地方債同意または許可額（以下「地方債同意等

額」という。）は１,９１７億２,９１９万円（国の予算等貸付

金債３,９９０万円を含む）で、前年度に比べて６０億８,１

４１万円、３.１％減（補償金免除繰上償還に係る借換

債を含めた場合は、２,３８３億５,７９９万円で、前年度に

比べて３５４億９,７１９万円、１７.５％増）となった。

これを地方債計画上の主な項目別に見ると、一般会

計債６５１億３,７８０万円（前年度比３５億２,４１０万円、５.７％

増）、公営企業債６９９億２,１５０万円（同３５億２,４４０万円、

４.８％減）、臨時財政対策債４３２億７,３２９万円（同４５億

１,５７１万円、９.４％減）となっている。

また、補償金免除繰上償還に係る借換債を除いた

場合の地方債同意等額に占める資金区分の割合につ

いては、政府資金３８.４％（前年度４５.１％）、公庫資金

１８.５％（同１７.７％）、民間資金等４３.１％（同３７.１％）

となっており、政府資金と公庫資金を合わせた公的

資金は、全体の５６.９％（同６２.８％）となっている。

地方債同意等額（補償金免除繰上償還に係る借換債

を除く）に占める事業債別の構成比は、上位から①

下水道事業債（２９.６％）、②臨時財政対策債（２２.６％）、

③一般事業債（７.２％）、④退職手当債（７.０％）、⑤

上水道事業債（５.６％）となっており、これらの事業

債で全体の７２.０％を占めている。

事業別の対前年度増減額の状況は、増加分として

は、①一般事業債（６１億９,０３０万円、８２.２％増）、②

退職手当債（５９億１,５１０万円、７９.５％増）③一般補

助施設等整備事業債（２８億１,０５０万円、１０８.４％増）

となっている。これらの事業債の地方債同意等額が

増加した主な要因としては、それぞれ、①について

は土地開発公社の経営健全化を図るため、公社への

無利子貸付事業が複数の団体で実施されたこと、②

事業別の特徴

地方債の発行状況
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については団塊の世代の大量定年退職等に伴う退職

手当が増加したこと、③まちづくり交付金事業の事

業量が増加したことなどが挙げられる。

一方、減少分としては、①減税補てん債（△７２億

５,３１０万円、皆減）、②臨時財政対策債（△４５億１,５７１

万円、９.４％減）、③一般廃棄物処理事業債（３５億６,２

９０万円、３５.２％減）となっている。これらの事業債

の地方債同意等額が減少した主な要因としては、そ

れぞれ、①については恒久減税が廃止されたこと、

②については地方財源不足が減少したこと、③につ

いては大規模事業が減少したことなどが挙げられる。

地方債制度は、平成１８年度から、地方公共団体の

自主性をより高める観点から許可制が廃止され、協

議制へ移行された。これは、地方公共団体の責任と

判断の下、地方債の円滑な発行の確保、地方財源の

保障、地方財政の健全性の確保等を図るものである。

さらに、昨年６月に地方公共団体の財政の健全化

に関する法律が成立し、普通会計だけでなく、公営

企業や公社・第三セクター等まで監視対象を拡大し、

単年度フローだけでなく、ストック面にも目を向け

た財政状況の判断指標を導入することにより、財政

悪化を可能な限り早い段階で把握し、財政状況の改

善に着手させることとしている。今年度は、フロー

指標である実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質

公債費比率、ストック指標である将来負担比率を平

成１９年度決算の数値等により算出し、公表すること

となっている。

これら新しい指標の下、各地方公共団体において

は、毎年度の収支や公債費負担だけでなく、公営企

業や公社・第三セクターまで含めた後年度の債務負

担にも目を向けた財政運営を行っていく必要があり、

これまで以上に事業の選択と集中に加え、計画性の

ある資金調達を行うことが不可欠となる。

こうした中、実質公債費比率は、平成２０年度の比

率の算定にあたって、「公債費充当一般財源等額から

控除される元利償還金又は準元利償還金の財源に充

当できる特定の歳入」として都市計画税が追加され

たため、都市計画税を課税している市町では前年度

に比べ数値が大きく改善することとなったが、都市

計画税により比率が改善した市町であっても、実際

の歳出における公債費負担が軽減したわけではない

ことに留意すべきである。

今後、地方公共団体の財政状況に対する住民の関

心は高まり、財政健全化に対する要求が強まること

になるであろう。また、さらなる地方分権が進む中

で、それぞれの地方公共団体においては、その受け

皿として、規律ある財政運営を維持しつつ、住民ニ

ーズに応じたサービスを提供するという重い責務を

果たしていくことが求められる。こうした住民ニー

ズに応えるため、地方公共団体は普通会計のみなら

ず、公営企業会計等を含めた健全化の取組をさらに

進めることが必要となるとともに、計画性を持った

責任ある地方債の発行がより強く望まれる。

おわりに
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平成１９年度地方債同意等額の前年度比調

※構成比については単位未満を四捨五入処理しているため合計と合わないことがある。
※平成１８年度より一般事業のうち幼稚園、高等学校等分及び臨時高等学校整備事業のうち補助事業分は、学校教育施設等整備事業に含む。
※平成１８年度より一般事業のうち原則として補助事業に係る分及び特別転貸債は、一般補助施設整備等事業に含む。
※平成１８年度より地域総合整備資金貸付事業及び旧地域総合整備事業（継続事業分）は、一般事業に含む。
※平成１８年度より駐車場整備事業は、観光その他事業に含む。
※平成１９年度より減収補てん債には特例分を含む。
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地方債同意等額の推移

※本表は大阪市分を除いている。平成１７年度より堺市、堺市高石市消防組合、南河内清掃施設組合分も除いている。
※平成１４年度より公園緑地は一般事業に含む。
※平成１８年度より一般事業のうち幼稚園、高等学校等分及び臨時高等学校整備事業のうち補助事業分は、学校教育施設等整備事業に含む。
※平成１８年度より一般事業のうち原則として補助事業に係る分及び特別転貸債は、一般補助施設整備等事業に含む。
※平成１８年度より地域総合整備資金貸付事業及び旧地域総合整備事業（継続事業分）は、一般事業に含む。
※平成１８年度より駐車場整備事業は、観光その他事業に含む。
※平成１９年度より減収補てん債には特例分を含む。
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平成１９年度地方債同意等額一覧（事業別）
地方債同意等額一覧

※平成１７年度より堺市、堺市高石市消防組合、南河内清掃施設組合分を除く。
※平成１８年度より旧地域総合整備事業（継続事業分）は一般事業に含む。
※平成１９年度より減収補てん債には特例分を含む。
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平成１９年度地方債同意等額一覧（事業別）
地方債同意等額一覧
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※平成１９年度より補償金免除繰上償還に係る借換債を含む。
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